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広島市献血推進協議会規程 

 

第１章 総    則 

（名 称） 

第１条 本会は、広島市献血推進協議会（以下「協議会」という。）という。 

 

第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第２条 協議会は、地域における献血思想の普及と献血制度の適正な運営を推進し、 

医療用血液の確保体制の充実を図り、住民の健康に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。 

(1) 献血対策の企画調整に関すること。 

(2) 献血思想の普及及び献血組織の育成指導の方策に関すること。 

(3) 献血対策に必要な関係各機関との連絡調整に関すること。 

(4) 献血推進の能率的効果的な運用を図るため、各資料の収集分析に関すること。 

(5) 区献血推進協議会との連絡調整に関すること。 

(6) その他献血対策の推進に関する必要な事項。 

 

第３章 組    織 

(組 織) 

第４条 協議会は、委員３０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼、又は指名する。 

(1) 関係団体の代表者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) その他適当と認められる者 

（役 員） 

第５条 協議会に、会長１名及び副会長２名を置く。 

２ 会長は広島市長の職にある者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名 

する。 

（任 期） 

第６条 委員の任期は２年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により選任された者 

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員の任期は、前項の規定を準用する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（幹事） 

第８条 協議会に幹事若干名を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が指名する。 

３ 幹事は、会長の命を受けて協議会の事務を処理する。 

 

第４章 会    議 

（会 議） 

第９条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。 

２ 委員は、その相当と認める者を代理人として出席させることができる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

第５章 区献血推進協議会 

（設 置） 

第１０条 行政区を単位として、区献血推進協議会（以下、「区協議会」という。）を

設置する。 

（名 称） 

第１１条 区協議会の名称には、その置かれた区の名称を冠する。 

（事 業） 

第１２条 区協議会の事業は、次のとおりとする。 

(1) 献血に対する正しい知識の啓発及び献血思想の普及に関すること。 

(2) 地域別及び職域別献血組織の育成指導に関すること。 

(3) 献血実施計画の検討に関すること。 

(4) その他献血対策の推進に関する必要な事項。 

（組 織） 

第１３条 区協議会は、委員３０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が、保健センター長の推薦に基づき依頼又

は指名する。 

 (1) 関係団体の代表者 

 (2) 関係行政機関の職員 

 (3) その他適当と認められる者 

（役 員） 

第１４条 区協議会に、会長 1名及び副会長若干名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

（運 営） 

第１５条 区協議会の運営等については区協議会会長が別に定める。 
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第６章 雑    則 

（事務局） 

第１６条 協議会の事務局を、健康福祉局保健部医療政策課に置く。 

第１７条 区協議会の事務局を、区厚生部生活課に置く。 

（その他） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議

会に諮って決める。 

 

   附 則 

１ この規程は、昭和５９年５月２１日から施行する。 

２ この規程施行の後最初に委嘱、または指名される第４条第１項の委員の任期は、

第６条第１項の規定にかかわらず、昭和６１年３月３１日までとする。 

３ 当分の間、第６条から第９条まで及び前項の規定は、区協議会について準用する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５９年７月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６１年４月１から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この規程により平成１８年３月３１日の間に依頼される第１４条第１項の副会長 

の任期は、第６条第２項の規程にかかわらず、平成１８年３月３１日までとする。 

  附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


